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１．はじめに 

IAEA（2021）によれば，2050 年までに，世界の原子力発電所（以下，原発）の設備容

量は 2020 年の 393ＧＷから 2050 年には 394ＧＷ（低予測）～792ＧＷ（高予測）に拡大

する見込みであり，中央・東アジアでは特に増加が予測される．東アジアでは，中国が 51

基，韓国が 24 基，日本が 33 基の原発が稼働中であり，将来的に約 170 基が稼働するとさ

れている．原発の安全問題がますます重要視されており，地域における原発事故に伴う放

射性物質の拡散や避難人口に関するシミュレーションモデルによる予測なども行われてい

る．欧州では WENRA による原発の安全規制基準に関するデータの共有やハーモナイゼー

ションが進められており，東アジア地域でも同様の取り組みが必要であると考えられる．

本研究は，WENRA の取り組みに関する考察を参考しつつ，東アジアの原子力安全に関す

る国際協力体制の現状と課題，および現行の日中韓各国における原子力安全規制・基準体

系の特徴や課題を明らかにした上で，東アジア地域における原子力安全規制・基準のハー

モナイゼーションに向けた障害要因と課題などについて考察する．  

 

２．分析方法 

本研究では，まず，欧州における WENRA によるハーモナイゼーションの経験を踏まえ

て，地域の原子力安全規制・基準のハーモナイゼーションの鍵となるプロセスを明らかに

する．ついで，これまでの東アジア地域の原子力安全協力体制の現状と特徴を明確にする．

さらに，現行の日中韓各国における原子力安全規制・基準体系について整理した上で，IAEA
の IRRS ミッションチームによるピアレビューを踏まえて各国の原子力安全の到達点と課

題を明らかにする．それに基づいて，最後に，東アジア地域における原子力安全規制・基

準のハーモナイゼーションの条件を明らかにし，ハーモナイゼーションの可能性と方向性

について考察する．  
 

３．分析結果 

第 1 に，東アジア地域における原子力に関する国際協力の枠組みは，1963 年の原子力平

和利用促進アジア太平洋会議から 2008 年の原子力安全に関する日中韓上級規制当局会議
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まで，多様な目的を図るために変遷してきたことが明らかになった．第 2 に，WENRA の

経験から地域の原子力安全規制・基準のハーモナイゼーションの実現の鍵となるのは，加

盟国における情報共有，外部のピアレビューの拡大，規制・基準のハーモナイゼーション

の 3 つのステップである．しかし，東アジア地域，特に日中韓 3 ヵ国の間では情報共有の

ステップの途中であることが明確化された．第 3 に、日本・中国・韓国の原子力関連規制

基準は発展段階の違いやエネルギー産業，特に電力産業構造の違い，法体系の違い等によ

り異なる制度設計となっている．第 4 に，東アジアには WENRA RLs のような共通な基準

は整備されていないが，これまでに日本，中国，韓国はそれぞれ IRRS を招致して包括的

なレビューをしてもらい，自らの規制の改革を図ってきた．また、 IRRS からの共通の勧

告や助言もあった．  

 

４．結論 

東アジア地域における原子力安全規制・基準のハーモナイゼーションは課題が多く，そ

の出発点ともいえる情報共有のステップもクリアしていないのが現状である．結論的に，

東アジアでの原発安全協力体制に関しては安全体制構築のために共同に取り組む組織体と

は相当距離があり，WENRA のような加盟国間の相互レビューや原子力安全規制・基準の

ハーモナイゼーションへの取組など実効性のある安全体制構築までには至っていないとい

えよう．WENRA のように東アジア地域において法的側面と実施的側面の両方において自

国の原発安全性を自己評価し，ピアレビューパネルで各国の状況を精査し，ハーモナイゼ

ーションが必要だと思われる分野を特定し，同地域における原子力の安全性を高めるよう

なプロセスの構築は重要である．具体的には，原子力安全規制者のネットワークを改善，

維持し，地域の情報共有を推進していくと同時に，合意できる共通の関心事項の特定分野

における作業グループを設置して，規制基準のハーモナイゼーションを進めていくような

プロセスの構築からスタートすることになると考えられる．  
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